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お　

知　

ら　

せ

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

◆
相
談
科
目　

耳
鼻
科

◆
日
時　

7
月
31
日
（
木
）

   

受
付　

13
時
30
分
〜
14
時
30
分

　

診
察　

14
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
わ

◆
定
員　

10
人（
申
し
込
み
が
必
要
）

◆
相
談
内
容

・
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
、
等
級
変

更
の
た
め
診
断
書
の
作
成

・
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、
補

聴
器
交
付
等
の
判
定

・
更
生
援
護
施
設
利
用
に
関
す
る
相
談

・
身
体
に
障
害
を
有
す
る
方
の
更
生
相
談

◆
持
参
す
る
物

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
印
鑑
、
使
用

し
て
い
る
補
聴
器

◆
申
込
み
期
限　

7
月
24
日
（
木
）

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
保
健
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７

　

中
山
支
所
総
合
窓
口
課

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
２

　

大
山
支
所
総
合
窓
口
課

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

児
童
・
家
庭
相
談

　

子
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に
健
や

か
に
育
つ
よ
う
に
、
家
庭
に
お
け
る

子
育
て
の
不
安
や
悩
み
に
関
す
る
相

男
女
共
同
参
画
に

つ
い
て

　

人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
町

立
図
書
館
本
館
、
名
和
分
館
、
大
山

分
館
で
は
、「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

に
ち
な
み
、
7
月
6
日
ま
で
女
性
の

人
権
に
関
す
る
本
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
強
調
月
間

　

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は

今
年
で
58
回
目
を
迎
え
る
全
国
的
な

運
動
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地

域
を
つ
く
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り

が
考
え
、
参
加
す
る
き
っ
か
け
を
つ

く
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は
毎
日
の
よ
う

に
事
件
や
ニ
ュ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す

た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
取
り
締
ま
り
を
強
化
し

て
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
人
を
処
罰

す
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
す
が
、

罪
を
償
い
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
決
意

し
た
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
や
、
犯

罪
や
非
行
を
す
る
人
を
生
み
出
さ
な

い
家
庭
や
地
域
づ
く
り
を
す
る
こ
と

も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

鳥
取
県
実
施
委
員
会
（
69
機
関
・

団
体
）
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
定

め
て
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

○ 

重
点
目
標

　

「
犯
罪
・
非
行
の
防
止
と
更
生
の

援
助
の
た
め
、
地
域
住
民
の
理
解
と

参
加
を
求
め
る
」

7
月
は

○ 

統
一
標
語

　

「
防
ご
う
犯
罪
と
非
行　

助
け
よ

う
立
ち
直
り
」

○
大
山
町
の
啓
発
活
動
の
取
り
組
み

　

日
時　

7
月
1
日
（
火
）

　

中
山
地
区 

中
山
中
学
校
玄
関
前

　

名
和
地
区 

名
和
中
学
校
玄
関
前

　

大
山
地
区 

JR
大
山
口
駅
前

新
し
い
保
護
司

　

６
月
１
日
付
で
新
た
に
山
根
和
夫

さ
ん
（
上
野
）
が
保
護
司
と
し
て
法

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
２
年
で
、
犯
罪
・
非
行
を

し
た
人
の
社
会
復
帰
を
地
域
で
支
え

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
対
象
者
・

そ
の
家
族
な
ど
に
指
導
を
行
っ
た

り
、
相
談
に
の
る
な
ど
し
て
立
ち
直

り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

男
性
と
女
性
が
、
職
場
で
、
学
校

で
、
地
域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会

の
実
現
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。
ぜ
ひ
、
手
に
と
っ
て

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ご
来
館
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

毎
月
勤
労
統
計

調
査
特
別
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
本
年
７
月
31

日
現
在
で
、
常
用
労
働
者
を
１
〜

４
人
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
を
対
象

に
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
１
〜
４
人
規
模
事

業
所
に
お
け
る
賃
金
、
労
働
時
間
お

よ
び
労
働
者
数
の
動
向
を
明
ら
か
に

す
る
大
切
な
調
査
で
す
。
調
査
対
象

と
な
る
事
業
所
に
は
、
７
月
下
旬
か

ら
８
月
上
旬
に
か
け
て
統
計
調
査
員

が
訪
問
し
て
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い

た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
統
計
法

に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、正
確
な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

診
療
時
間
の

変
更
に
つ
い
て

大
山
診
療
所

　

毎
週
水
曜
日
は
「
検
査
と
往
診

の
日
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
午

前
が
検
査
、
午
後
が
往
診
と
赤
松

診
療
の
日
と
し
、
通
常
の
診
療
は

行
い
ま
せ
ん
の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先  

大
山
診
療
所

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
５
２
１
０

談
に
応
じ
ま
す
。
ま
た
、
近
所
で
長

時
間
激
し
い
泣
き
声
や
怒
り
声
が
し

て
心
配
。
近
所
に
ほ
っ
た
ら
か
し
に

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
が
い
て
心
配
。

と
い
っ
た
児
童
虐
待
防
止
に
つ
い
て

の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。
匿
名
で

も
相
談
で
き
ま
す
。相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◆
相
談
時
間
◆

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）

　

※
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
夜

間
・
休
日
い
つ
で
も
電
話
で
の
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

◆
相
談
窓
口
◆

　

幼
児
教
育
課　

（
名
和
公
民
館
内
）

◆
電
話
番
号
◆

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
９


